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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　人体の肩部より胸部または腹部の間で装着される姿勢矯正ベルトであって、
　装着時に使用者の背中に当たる背当て部と、
　前記背当て部の上面側に設けられ、中央両側には中央ベルト挿通窓が形成され、下部両
側には下部ベルト挿通窓が形成された上面部と、
　それらの基部が前記背当て部の下部両側の下部ベルト挿通窓付近に縫い付けられて取り
付けられている一方、それらの先端部が前記背当て部の上部両側それぞれの上部ベルト挿
通窓から飛び出して延び、肩部に掛けられ、脇の下を通り、前記中央ベルト挿通窓から戻
り、前記背当て部と前記上面部との間で２回交差して下部ベルト挿通窓から飛び出す左右
の肩ベルトと、
　前記背当て部の下部両側にそれぞれの基部が固定され、装着時に胸部また腹部周囲に巻
き付けられる左右の胸ベルトと、を有し、
　前記下部ベルト挿通窓の開口幅は、前記左右の肩ベルトの幅とほぼ同じ幅に設定した、
姿勢矯正ベルト。
【請求項２】
　請求項１記載の姿勢矯正ベルトであって、
　前記左右の肩ベルト先端の裏面には、面状ファスナーオス側部が設けられている一方、
前記左右の肩ベルト先端の表面には、面状ファスナーメス側部が設けられており、
　前記左右の胸ベルトのほぼ表面全体には、面状ファスナーメス側部が設けられ、
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　前記左右の肩ベルト先端表面の面状ファスナーメス側部後端が、前記下部ベルト挿通窓
の開口より飛び出している、姿勢矯正ベルト。
【請求項３】
　請求項１または請求項２記載の姿勢矯正ベルトであって、
　前記左右の肩ベルトには、それぞれ、前記左右の肩ベルトの素材より柔らかい素材から
なるパッドを設けた、姿勢矯正ベルト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、人体の肩部より胸部または腹部にかけて巻き付け装着する、姿勢矯正ベルト
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　猫背や前屈み姿勢の習慣、持続により背筋が曲がると、姿勢やスタイルが悪くなるとい
った美容面ばかりでなく、肩こり、腰痛の原因となるなど健康面にも多大な影響を与える
。そのため、背筋の曲がりを防止する、あるいは曲がった背筋を伸ばすことは人体にとっ
て大いに意味のあることではあるが、常に姿勢に注意を払い背筋の伸びた正しい姿勢を維
持することは容易なことではない。
【０００３】
　そこで、強制的に正しい姿勢を維持させるため、例えば、背中で交差して背中側から肩
掛けされる弾性を有する左右の肩ベルトと、左右のベルトの下端部を接着し、装着した際
、胸部下周囲に巻き付けられ装着を保持する弾性を有する胸ベルトと、左右の肩ベルトを
交差状態に保持すると共に、胸ベルトを取り付け固定した背当て部と、からなる姿勢矯正
ベルトがある（例えば、特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１７４５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、この姿勢矯正ベルトは、肩ベルトが背当て部から抜けると、肩ベルトの取り付
けが面倒である、という課題がある。
【０００６】
　また、肩ベルトのゴムの弾性力を強くすると、肩ベルト等が肩や脇に食い込み、長時間
使用することは厳しい、という課題も生じる。
【０００７】
　そこで、本発明は、まずは肩ベルトを背当て部から抜け難くし、さらには肩ベルトを強
力にしても長時間使用することができる、姿勢矯正ベルトを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本発明の姿勢強制ベルトは、　人体の肩部より胸部または腹
部の間で装着される姿勢矯正ベルトであって、装着時に使用者の背中に当たる背当て部と
、前記背当て部の上面側に設けられ、中央両側には中央ベルト挿通窓が形成され、下部両
側には下部ベルト挿通窓が形成された上面部と、それらの基部が前記背当て部の下部両側
の下部ベルト挿通窓付近に縫い付けられて取り付けられている一方、それらの先端部が前
記背当て部の上部両側それぞれの上部ベルト挿通窓から飛び出して延び、肩部に掛けられ
、脇の下を通り、前記中央ベルト挿通窓から戻り、前記背当て部と前記上面部との間で２
回交差して下部ベルト挿通窓から飛び出す左右の肩ベルトと、前記背当て部の下部両側に
それぞれの基部が固定され、装着時に胸部また腹部周囲に巻き付けられる左右の胸ベルト
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と、を有し、前記下部ベルト挿通窓の開口幅は、前記左右の肩ベルトの幅とほぼ同じ幅に
設定した、姿勢矯正ベルトである。
　ここで、前記左右の肩ベルト先端の裏面には、面状ファスナーオス側部が設けられてい
る一方、前記左右の肩ベルト先端の表面には、面状ファスナーメス側部が設けられており
、前記左右の胸ベルトのほぼ表面全体には、面状ファスナーメス側部が設けられ、前記左
右の肩ベルト先端表面の面状ファスナーメス側部後端が、前記下部ベルト挿通窓の開口よ
り飛び出している、姿勢矯正ベルトであることが望ましい。
　また、前記左右の肩ベルトには、それぞれ、前記左右の肩ベルトの素材より柔らかい素
材からなるパッドを設けた、姿勢矯正ベルトであることが望ましい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の姿勢矯正ベルトは、人体の肩部より胸部または腹部の間で装着される姿勢矯正
ベルトであって、装着時に使用者の背中に当たる背当て部と、背当て部の上面側に設けら
れ、中央両側には中央ベルト挿通窓が形成され、下部両側には下部ベルト挿通窓が形成さ
れた上面部と、それらの基部が背当て部の下部両側の下部ベルト挿通窓付近に縫い付けら
れて取り付けられている一方、それらの先端部が背当て部の上部両側それぞれの上部ベル
ト挿通窓から飛び出して延び、肩部に掛けられ、脇の下を通り、前記中央ベルト挿通窓か
ら戻り、前記背当て部と前記上面部との間で２回交差して下部ベルト挿通窓から飛び出す
左右の肩ベルトと、前記背当て部の下部両側にそれぞれの基部が固定され、装着時に胸部
また腹部周囲に巻き付けられる左右の胸ベルトと、を有するため、背中側で肩ベルトが１
回しか交差しない場合よりも、背筋を伸ばす姿勢矯正効果がより増大させることができる
。また、下部ベルト挿通窓の開口幅を左右の肩ベルトの幅とほぼ同じ幅に設定したため、
左右の肩ベルトはそれぞれ下部ベルト挿通窓より抜け難くなり、肩ベルトの取り付けに苦
労することが減り、使い勝手が向上する。
　ここで、前記左右の肩ベルト先端の裏面には、面状ファスナーオス側部が設けられてい
る一方、前記左右の肩ベルト先端の表面には、面状ファスナーメス側部が設けられており
、前記左右の胸ベルトのほぼ表面全体には、面状ファスナーメス側部が設けられ、前記左
右の肩ベルト先端表面の面状ファスナーメス側部後端が、前記下部ベルト挿通窓の開口よ
り飛び出しているので、左右の肩ベルトが肩方向に引っ張られても、左右の肩ベルト先端
表面の面状ファスナーメス側部後端が、下部ベルト挿通窓の開口に当たるので、さらに、
左右の肩ベルトがそれぞれ下部ベルト挿通窓より抜け難くなり、肩ベルトの取り付けに苦
労することが減り、使い勝手が向上する。
　また、前記左右の肩ベルトには、それぞれ、前記左右の肩ベルトの素材より柔らかい素
材からなるパッドが設けられているため、肩ベルトが肩や脇に食い込むことが少なくなり
、肩ベルトを強力にしても長時間使用することができると共に、Ｗクロスベルトタイプの
場合には、パッドの厚みにより、肩ベルトが上部ベルト挿通窓や中央ベルト挿通孔に入り
難くなるので、姿勢矯正ベルトを外しておいても肩ベルトが外に出ており、次に装着する
際に装着し易いと共に、上部ベルト挿通窓から下部ベルト挿通窓の方向へ抜け難くするこ
とができるという効果もある。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトの使用態様の一例を拡大して背中側から示
す全体図である。
【図２】本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトの表面側の一例を示す正面図である。
【図３】右側の肩ベルトが引っ張られても、下部ベルト挿通窓に面状ファスナーメス側部
後端が当たり、抜け止めをしている状態の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトの裏面側の一例を示す背面図である。
【図５】本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトの使用状態における肩ベルトの外観を示す
正面図である。
【図６】本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトにおける肩ベルトの通し方を示す正面図で
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ある。
【図７】本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトにおける矯正の効果の一例を示す図である
。
【図８】本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトを使用した際の左右の胸ベルトと、肩ベル
トの巻き方の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトについて説明する。
【００１２】
実施形態１．
　図１は、本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトの使用態様の一例を拡大して背中側から
示す全体図である。
【００１３】
　図１に示すように、実施形態１の姿勢矯正ベルトは、人体の肩部より胸部または腹部に
装着される姿勢矯正ベルトであって、主に、背当て部１と、上面部としての補強メッシュ
部２と、左右の肩ベルト３ａ，３ｂと、左右の胸ベルト４ａ，４ｂと、を有する。
【００１４】
　背当て部１は、装着時に使用者の背中に当たる部分で、ポリエステルやポリウレタン等
の柔らかいメッシュ生地により構成されている。
【００１５】
　上面部としての補強メッシュ部２は、ほとんど伸びのないナイロンの織糸によりメッシ
ュ状に編み込まれたもので、背当て部１の上面、すなわち背当て部１の外側に設けられ、
背当て部１の周囲と数箇所が縫い付けられて固定されており、背当て部１より強固な素材
からなるものである。そして、補強メッシュ部２と背当て部１との間で、補強メッシュ部
２の上部両側には上部ベルト挿通窓１１ａ，１１ｂが形成され、中央両側には中央ベルト
挿通窓１２ａ，１２ｂが形成され、下部両側には下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂが形成
されている。なお、本実施形態１では、上面部を上述のような補強メッシュ部２により構
成しているが、本発明では、上面部は、補強メッシュ部２のようにメッシュ構造でなくて
も、背当て部１より強固な素材からなるものでなくても勿論よい。
【００１６】
　左右の肩ベルト３ａ，３ｂは、それらの基部が背当て部１の下部両側の下部ベルト挿通
窓１３ａ，１３ｂ付近に縫い付けられて取り付けられている一方、先端部にはマジックテ
ープ（登録商標）等の面状ファスナーオス側部３２ａ，３２ｂおよびメス側部３１ａ，３
１ｂが縫い付けられている。なお、左右の肩ベルト３ａ，３ｂは、それぞれ、強力ゴムが
メッシュ状に編み込まれた弾性メッシュ生地により構成されている。これにより、肩ベル
ト３ａ，３ｂは、それぞれ、胸ベルト４ａ，４ｂより強い弾性力を有することになり、こ
の強い弾性力により背筋を伸ばす矯正力を発揮する。
【００１７】
　そして、図２に示すように、肩ベルト３ａ，３ｂの基部と、背当て部１の下部両側との
接続部分には、補強のため、伸びの少ないナイロン製の補強テープ１４ａ，１４ｂが縫い
付けられている。
【００１８】
　ここで、左右の肩ベルト３ａ，３ｂの弾性メッシュ生地の網目と、補強メッシュ部２の
メッシュ状の網目の大きさを比較すると、本実施形態では、補強メッシュ部２のメッシュ
状の網目のほうが大きい。これは、補強メッシュ部２の下には、背当て部１が設けられて
おり、背当て部１が当たる背中は汗をかき易い場所だからである。
【００１９】
　そして、左右の肩ベルト３ａ，３ｂは、この姿勢矯正ベルトの装着時には、背当て部１
と補強メッシュ部２との間で交差して、逆側の上部ベルト挿通窓１１ｂ，１１ａから飛び
出し、それぞれ肩部に掛けられ、脇の下を通り、中央ベルト挿通窓１２ｂ，１２ａから戻
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り、再度、背当て部１と前記補強メッシュ部との間で交差して下部ベルト挿通窓１３ａ，
１３ｂから飛び出すように結ばれている。
【００２０】
　つまり、肩ベルト３ａは、逆側の上部ベルト挿通窓１３ｂから飛び出し、それぞれ肩部
に掛けられ、脇の下を通り、中央ベルト挿通窓１２ｂから戻り、再度、下部ベルト挿通窓
１３ａから飛び出す一方、肩ベルト３ｂは、逆側の上部ベルト挿通窓１３ａから飛び出し
、それぞれ肩部に掛けられ、脇の下を通り、中央ベルト挿通窓１２ａから戻り、再度、下
部ベルト挿通窓１３ｂから飛び出すことになる。
【００２１】
　このため、図１に示す矢印Ａ～Ｄに示すように、左右の肩ベルト３ａ，３ｂは、背当て
部１と、補強メッシュ部２との間で、２回交差することになる。これにより、左右の肩ベ
ルト３ａ，３ｂが２回、使用者の背中でクロスすることにより、矯正力を高めることがで
きる。
【００２２】
　そのため、矢印ＡとＢとに示す上側の肩ベルト３ａ，３ｂの交差により、上体を起こす
ように矯正力が働く一方、矢印ＣとＤとに示す下側の肩ベルト３ａ，３ｂの交差により、
姿勢を保つように矯正力が働く。
【００２３】
　また、本実施形態１では、図１に示すように、中央ベルト挿通窓１２ｂ，１２ａの開口
幅は、およそ肩ベルト３ａ，３ｂの幅の２倍、上部ベルト挿通窓１１ｂ，１１ａの開口幅
は、およそ肩ベルト３ａ，３ｂの幅の１．５倍、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの開口
幅は、およそ肩ベルト３ａ，３ｂの幅と同じの１．０倍としている。
【００２４】
　これは、使用者の身長や体格（胸囲やウエスト幅）、性別等の違いなどがあっても、そ
れぞれの違いを吸収できるように、肩ベルト３ａ，３ｂが、中央ベルト挿通窓１２ｂ，１
２ａの開口で横方向に最も動き、次いで上部ベルト挿通窓１１ｂ，１１ａの開口で横方向
に動くようにしている。
【００２５】
　これにより、肩ベルト３ａ，３ｂを上部ベルト挿通窓１１ａ，１１ｂと中央ベルト挿通
窓１２ａ，１２ｂの開口で任意の位置を通すことができ、身長やウエストのサイズ等の体
格に合わせて、肩ベルト３ａ，３ｂを掛けることが可能になる。
【００２６】
　これに対し、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの開口では、肩ベルト３ａ，３ｂは横方
向に動く必要はなく、肩ベルト３ａ，３ｂが抜けると、再度、肩ベルト３ａ，３ｂを通す
のが面倒なので、肩ベルト３ａ，３ｂの幅とほぼ同じ１．０倍として、肩ベルト３ａ，３
ｂを抜け難くしている。
【００２７】
　そのため、本実施形態１では、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂには、開口幅を肩ベル
ト３ａ，３ｂ幅とほぼ同一幅に規制するため、補強テープ１４ａ，１４ｂと裏面側の補強
テープ１５ａ，１５ｂまで縫い込まれた開口幅規制部１６ａ，１６ｂが設けられている。
【００２８】
　これにより、この姿勢矯正ベルトを装着したり、脱いだりした場合でも、下部ベルト挿
通窓１３ａ，１３ｂの開口幅が、開口幅規制部１６ａ，１６ｂによりほぼベルトの幅に規
制されているので、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂでは、肩ベルト３ａ，３ｂと背当て
部１や補強メッシュ部２との間の摩擦力等が大きくなり、肩ベルト３ａ，３ｂ先端が下部
ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂから抜け難くなり、肩ベルト３ａ，３ｂが抜けて再度、取り
付ける等の操作が不要となり、使用勝手が向上する。
【００２９】
　特に、肩ベルト３ａ，３ｂ先端の表面と裏面には、それぞれ、面状ファスナーオス側部
３２ａ，３２ｂと、面状ファスナーメス側部３１ａ，３１ｂとが設けられており、肩ベル
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ト３ａ，３ｂ先端が面状ファスナーオス側部３２ａ，３２ｂおよびメス側部３１ａ，３１
ｂの厚さだけ厚くなっているので、肩ベルト３ａ，３ｂが抜けようとすると、面状ファス
ナーメス側部３１ａ，３１ｂの後端が下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂに当たるので、下
部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの開口幅がほぼ肩ベルト３ａ，３ｂの幅とほぼ同一で摩擦
力が向上していることとも相まって、肩ベルト３ａ，３ｂが抜けることを防止することが
できる。
【００３０】
　また、肩ベルト３ａ，３ｂは、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの開口幅規制部１６ａ
，１６ｂにより、ベルトの横ズレが防止されるので、確実に肩ベルト３ａ，３ｂを胸ベル
ト４ａ，４ｂの上に巻くことができる。
【００３１】
　図２は、本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトの表面側の一例を示す正面図である。
【００３２】
　図２に示すように、左右の胸ベルト４ａ，４ｂの表面側は、その周縁を除いて、すべて
面状ファスナーのメス側となる面状ファスナーメス側部４１ａ，４１ｂが設けられている
。そのため肩ベルト３ａ，３ｂ先端裏面側には、面状ファスナーのオス側となる面状ファ
スナーオス側部３２ａ，３２ｂが設けられており、その面状ファスナーオス側部３２ａ，
３２ｂが、左右の胸ベルト４ａ，４ｂの表面側のどの位置でも止められるように構成され
ている。
【００３３】
　図３は、右側の肩ベルト３ｂがＥ方向に引っ張られても、下部ベルト挿通窓１３ｂに面
状ファスナーメス側部３１ｂ後端が当たり、抜け止めをしている状態を示す図である。
【００３４】
　つまり、図３に示すように、右側の肩ベルト３ｂ側先端には、面状ファスナーオス側部
３２ｂおよびメス側部３１ｂが設けられており、肩ベルト３ｂ先端が面状ファスナーオス
側部３２ｂおよびメス側部３２ｂの厚さだけ厚くなっているので、肩ベルト３ｂがＥ方向
に引っ張られて、抜けようとしても、面状ファスナーメス側部３１ｂの後端が下部ベルト
挿通窓１３ｂに当たるので、下部ベルト挿通窓１３ｂの開口幅がほぼ肩ベルト３ｂの幅と
ほぼ同一で摩擦力が向上していることとも相まって、肩ベルト３ｂが抜けることを防止す
ることができる。なお、これと同様のことが、左側の肩ベルト３ａでもいえる。
【００３５】
　図４は、本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトの裏面側の一例を示す背面図である。
【００３６】
　図４に示すように、背当て部１の体に当たる側には、ポリウレタン等のソフトなクッシ
ョン材が内挿され、背骨を支える２つの縦長パッド１ａ，１ｂが設けられている。なお、
２つの縦長パッド１ａ，１ｂの間隔は、背骨の幅に合わせ、中心間の距離でおよそ６ｃｍ
にしている。
【００３７】
　これにより、背当て部１は、２つの縦長パッド１ａ，１ｂを介して背中に当たるので、
ソフトなクッション材により圧迫感を軽減すると共に、２つの縦長パッド１ａ，１ｂの高
さにより、背中と背当て部１との間に空間を形成するので、背中における蒸れを防止する
ことができる。
【００３８】
　一方、左右の胸ベルト４ａ，４ｂは、それらの基部が背当て部１の下部両側の下部ベル
ト挿通窓１３ａ，１３ｂ付近で、ちょうど左右の肩ベルト３ａ，３ｂの基部が縫い付けら
れた部分の反対側に縫い付けて取り付けられている。そして、図３に示すように、胸ベル
ト４ａ，４ｂ基部と、背当て部１の下部両側との接続部分には、補強のため、伸びの少な
いナイロン製の補強テープ１５ａ，１５ｂが縫い付けられている。
【００３９】
　ここで、本実施形態１では、背当て部１表面側の補強テープ１４ａ，１４ｂと、背当て
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部１裏面側の補強テープ１５ａ，１５ｂとは、それぞれ同じ長さであり、背当て部１を介
し対向する位置に設けられ、それぞれ背当て部１に対する肩ベルト３ａ，３ｂと胸ベルト
４ａ，４ｂの縫い付け部分を覆った状態で、相互に縫い合わされている。そして、その上
から、さらに、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの所定箇所で太糸が縫い込まれ、開口幅
規制部１６ａ，１６ｂが設けられ、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの機構幅をほぼベル
ト幅に規制している。
【００４０】
　その結果、肩ベルト３ａ，３ｂと、胸ベルト４ａ，４ｂとは、補強テープ１４ａ，１４
ｂと補強テープ１５ａ，１５ｂと、さらには開口幅規制部１６ａ，１６ｂの縫糸とにより
、背当て部１に対し強力に縫い付けられることになる。
【００４１】
　また、左右の胸ベルト４ａ，４ｂの裏面側、すなわち体に当たる側には、幅約１ｃｍほ
どの伸縮ゴムが、約１ｍｍほどのメッシュ生地により間隔を空けて繋がれて並列に並べら
れており、本実施形態１では、右側の胸ベルト４ａの裏面先端側にのみ、面状ファスナー
オス側部４２ｂを設けている。
【００４２】
　図５は、本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトの使用状態における肩ベルト３ｂの外観
を示す正面図である。
【００４３】
　また、図５に示すように、肩ベルト３ａ，３ｂには、その裏面と表面の外側半分に、タ
オル地等からなる脇パッド３４ａ，３４ｂを設けている。そのため、装着時に、脇パッド
３４ａ，３４ｂが両脇や両肩等に当たるため、長時間使用しても、脇の違和感がなく、苦
痛にならない。なお、脇パッド３４ａ，３４ｂは、肩ベルト３ａ，３ｂの表面外側半分だ
けではなく、肩ベルト３ａ，３ｂの表面全てに設けても良い。
【００４４】
　また、肩ベルト３ａ，３ｂに脇パッド３４ａ，３４ｂが縫い付けて設けられており、そ
の分だけ厚さが厚くなっているため、肩ベルト３ａ，３ｂが上部ベルト挿通窓１１ｂ，１
１ａや中央ベルト挿通孔１２ａ，１２ｂに入り難くなるので、姿勢矯正ベルトを外してお
いても肩ベルト３ａ，３ｂが外に出ており、次に装着する際に装着し易いと共に、上部ベ
ルト挿通窓１１ｂ，１１ａから下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの方向へ抜け難くするこ
とができるという効果もある。なお、脇パッド３４ａ，３４ｂは、肩ベルト３ａ，３ｂに
縫い付けられてなくても、面状ファスナー等により、肩ベルト３ａ，３ｂに取り外し可能
に取り付けられていても勿論よい。
【００４５】
　図６は、本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトにおける肩ベルト３ａ，３ｂの通し方を
示す正面図である。
【００４６】
　つまり、図６に示す矢印Ｆ，Ｇに示すように、肩ベルト３ａ，３ｂは、背当て部１と補
強メッシュ部２との間で交差して、逆側の上部ベルト挿通窓１１ｂ，１１ａから飛び出し
、それぞれ肩部に掛けられ、脇の下を通り、中央ベルト挿通窓１２ｂ，１２ａから戻り、
再度、背当て部１と前記補強メッシュ部との間で交差して下部ベルト挿通窓１３ａ，１３
ｂから飛び出すように結ばれる。
【００４７】
　その際、図６からも明らかなように、肩ベルト３ａ，３ｂ先端の表面および裏面の面状
ファスナーオス側部３２ａ，３２ｂおよびメス側部３１ａ，３１ｂが下部ベルト挿通窓１
３ａ，１３ｂより飛び出しており、その厚さだけ厚くなっているので、肩ベルト３ａ，３
ｂが抜けようとしても、面状ファスナーメス側部３１ａ，３１ｂの後端が下部ベルト挿通
窓１３ａ，１３ｂに当たるので、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの開口幅が開口幅規制
部１６ａ，１６ｂによりほぼ肩ベルト３ａ，３ｂの幅とほぼ同一で摩擦力が向上している
こととも相まって、肩ベルト３ａ，３ｂが下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂから抜けるこ
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とを防止することができる。
【００４８】
　図７は、本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトにおける矯正の効果の一例を示す図であ
る。
【００４９】
　図６、図７に示すように、肩ベルト３ａ，３ｂは、背当て部１と補強メッシュ部２との
間で交差して、逆側の上部ベルト挿通窓１１ｂ，１１ａから飛び出し、それぞれ肩部に掛
けられ、脇の下を通り、中央ベルト挿通窓１２ｂ，１２ａから戻り、再度、背当て部１と
前記補強メッシュ部との間で交差して下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂから飛び出して戻
ってきても、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの開口幅が肩ベルト３ａ，３ｂのベルト幅
とほぼ同じで、横方向のズレを規制しており、しかも肩ベルト３ａ，３ｂの幅が胸ベルト
４ａ，４ｂの幅より狭いので、肩ベルト３ａ，３ｂは、必ず、左右の胸ベルト４ａ，４ｂ
の上面に位置することになる。
【００５０】
　図８は、本発明の実施形態１の姿勢矯正ベルトを使用した際の左右の胸ベルト４ａ，４
ｂと、肩ベルト３ａ，３ｂの巻き方の一例を示す図である。
【００５１】
　図８に示すように、使用者が実施形態１の姿勢矯正ベルトを使用するときは、まず、左
側の胸ベルト４ａを胸または腹に巻き付け、その上から右側の胸ベルト４ｂを巻き付け、
胸ベルト４ｂ先端の面状ファスナーオス側部４２ｂを、左側の胸ベルト４ａの表側に全体
に形成された面状ファスナーメス側部４１ａに接着する。
【００５２】
　そして、その後、その左右の胸ベルト４ａ，４ｂの上から、背当て部１と補強メッシュ
部２との間で１回交差し、逆側の上部ベルト挿通窓１１ｂ，１１ａから飛び出し、それぞ
れ肩部に掛けられ、脇の下を通り、中央ベルト挿通窓１２ｂ，１２ａから戻り、再度、背
当て部１と前記補強メッシュ部との間で２回目の交差をして下部ベルト挿通窓１３ａ，１
３ｂから戻ってきた肩ベルト３ａ，３ｂを巻きつける。
【００５３】
　ここで、胸ベルト４ａ，４ｂの表側には、上述したように、それぞれ、面状ファスナー
メス側部４１ａ，４１ｂが施されているので、肩ベルト３ａ，３ｂそれぞれの先端の面状
ファスナーオス側部３ａ，３ｂを、胸ベルト４ａ，４ｂの表側に置くことにより、胸ベル
ト４ａ，４ｂの上にベルト３ａ，３ｂを接着することができる。
【００５４】
　このように、本実施形態１の姿勢矯正ベルトは、まず、胸ベルト４ａ，４ｂにより胸ま
たはウエスト部分を固定してから、肩ベルト３ａ，３ｂを胸ベルト４ａ，４ｂの上に巻く
ことにより、矯正力を最適な状態に調整できる。
【００５５】
　従って、本実施形態１の姿勢矯正ベルトによれば、装着時に使用者の背中に当たる背当
て部１と、背当て部１の上面側に設けられ、上部両側には上部ベルト挿通窓１１ａ，１１
ｂが形成され、中央両側には中央ベルト挿通窓１２ａ，１２ｂが形成され、下部両側には
下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂが形成された、背当て部１より伸びの少ない素材からな
る補強メッシュ部２と、背当て部１の下部両側にそれぞれの基部が固定される一方、先端
には面状ファスナーオス側部３２ａ，３２ｂが設けられ、装着時に、背当て部１と補強メ
ッシュ部２との間で交差して、上部ベルト挿通窓１１ａ，１１ｂから飛び出し、それぞれ
肩部に掛けられ、脇の下を通り、中央ベルト挿通窓１２ａ，１２ｂから戻り、再度、背当
て部１と補強メッシュ部２との間で交差して下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂから飛び出
す左右の肩ベルト３ａ，３ｂと、背当て部１の下部両側にそれぞれの基部が固定される一
方、左側の先端裏面には面状ファスナーオス側部４２ｂが設けられ、かつ、両方のほぼ表
面全体には面状ファスナーメス側部４１ａ，４１ｂが設けられ、装着時に胸部また腹部周
囲に巻き付けられる左右の胸ベルト４ａ，４ｂと、を有し、下部ベルト挿通窓１３ａ，１
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３ｂの開口幅は、左右の肩ベルト３ａ，３ｂの幅とほぼ同じ幅に設定し、左右の肩ベルト
３ａ，３ｂをそれぞれ下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂより抜け難くしたため、この姿勢
矯正ベルトを装着したり、脱いだりした場合でも、下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの先
端が下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂから抜け難くいので、肩ベルト３ａ，３ｂが抜けて
再度、取り付ける等の操作が不要となり、使用勝手が向上する。
【００５６】
　特に、肩ベルト３ａ，３ｂ先端の表面および裏面には、それぞれ、面状ファスナーオス
側部３２ａ，３２ｂおよびメス側部３１ａ，３１ｂが設けられており、肩ベルト３ａ，３
ｂ先端が面状ファスナーオス側部３２ａ，３２ｂおよびメス側部３１ａ，３１ｂの厚さだ
け厚くなっているので、肩ベルト３ａ，３ｂが抜けようとすると、面状ファスナーメス側
部３１ａ，３１ｂの後端が下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂに当たるので、下部ベルト挿
通窓１３ａ，１３ｂの開口幅がほぼ肩ベルト３ａ，３ｂの幅とほぼ同一で摩擦力が向上し
ていることとも相まって、肩ベルト３ａ，３ｂが抜けることを防止することができる。
【００５７】
　また、本実施形態では、左右の肩ベルト３ａ，３ｂには、それぞれ、少なくとも脇の下
を通る箇所の、体に当たる裏面側と、表を向く前面のおよそ外側半分に、左右の肩ベルト
ベルト３ａ，３ｂの素材より柔らかい素材からなる、脇パッド３４ａ，３４ｂを設けてい
るので、装着時に、脇パッド３４ａ，３４ｂが両脇に当たるため、姿勢矯正ベルトを長時
間使用しても、苦痛にならない。また、肩ベルト３ａ，３ｂに脇パッド３４ａ，３４ｂが
縫い付けて設けられており、脇パッド３４ａ，３４ｂの分だけ厚さが厚くなっているため
、肩ベルト３ａ，３ｂが上部ベルト挿通窓１１ｂ，１１ａや中央ベルト挿通孔１２ａ，１
２ｂに入り難くなるので、姿勢矯正ベルトを外しておいても肩ベルト３ａ，３ｂが外に出
ており、次に装着する際に装着し易いと共に、上部ベルト挿通窓１１ｂ，１１ａから下部
ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂの方向へ抜け難くすることができるという効果もある。
【００５８】
　なお、上記実施形態１の説明では、肩ベルト３ａ，３ｂが背当て部１の下部両側にそれ
ぞれの基部が固定される一方、装着時に、背当て部１と補強メッシュ部２との間で交差し
て、逆の上部ベルト挿通窓１１ｂ，１１ａから飛び出し、それぞれ肩部に掛けられ、脇の
下を通り、中央ベルト挿通窓１２ｂ，１２ａから戻り、再度、背当て部１と補強メッシュ
部２との間で交差して下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂから飛び出すというように、背当
て部１と補強メッシュ部２との間で２回交差する、いわゆるＷ（ダブル）クロスベルトタ
イプにより説明したが、本発明では、これに限らず、背当て部１と補強メッシュ部２との
間で１回交差しない、例えば、肩ベルト３ａ，３ｂが背当て部１の上部両側からそれぞれ
伸び、肩部に掛けられ、脇の下を通り、中央ベルト挿通窓１２ｂ，１２ａから戻り、背当
て部１と補強メッシュ部２との間で交差して下部ベルト挿通窓１３ａ，１３ｂから飛び出
すというように、背当て部１と補強メッシュ部２との間で１回しか交差しないＳ（シング
ル）クロスベルトの場合にも、適用可能である。
【符号の説明】
【００５９】
　１　背当て部
　２　補強メッシュ部（上面部）
　３ａ，３ｂ　肩ベルト
　４ａ，４ｂ　胸ベルト。
　１１ａ，１１ｂ　上部ベルト挿通窓
　１２ａ，１２ｂ　中央ベルト挿通窓
　１３ａ，１３ｂ　下部ベルト挿通窓
　１４ａ，１４ｂ、１５ａ，１５ｂ　補強テープ
　３１ａ，３１ｂ　肩ベルトの面状ファスナーオス側部
　４１ａ，４１ｂ　胸ベルトの面状ファスナーメス側部
　４２ｂ　胸ベルトの面状ファスナーオス側部
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　３４ａ，３４ｂ　脇パッド
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【図４】
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